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合併特例法に基づく住民発議制度の流れ①

○Ａ市、Ｂ町の合併についてＡ市住民が請求した場合（法第４条）

合併協議会の設置
合併協議会は

設置されないまま
手続き終了

Ａ市 Ｂ町

有効投票総数の
過半数の賛成

Ａ市、Ｂ町の議会で可決された場合

合併協議会は
設置されないまま

手続き終了

過半数の反対

請求が無い場合
否決可決否決 可決

Ｂ町議会Ａ市議会

合併協議会設置の請求
（有権者の1／50以上の署名）

Ａ市民

Ａ市長

議会に付議するか否かの意見を求める

Ｂ町長
議会に付議するか否かを回答

付議しない場合

付議 付議

市町村長の請求
または

住民投票の請求（有権者1／6以上の署名）

住民投票

1



合併特例法に基づく住民発議制度の流れ②

○Ａ市、Ｂ町の合併について両市町に同じ内容の請求がなされた場合（法第５条）

合併協議会の設置

Ａ市 Ｂ町

有効投票総数の
過半数の賛成

Ａ市、Ｂ町の議会で可決された場合

合併協議会は
設置されないまま

手続き終了

過半数の反対

請求が無い場合

可決否決 可決

Ｂ町議会Ａ市議会

合併協議会設置の請求（有権者の1／50以上の署名）

Ａ市長

Ａ市及びＢ町の有権者の代表

Ｂ町長

付議 付議

市町村長の請求
または

住民投票の請求（有権者1／6以上の署名）

住民投票

※Ｂ町議会が否決した場合は、

Ａ市議会が否決した場合と

同様の手続を行う。
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